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　②法人税割額の計算
　　課税標準は国税の法人税を用いて計算し、複数の市町村に事業所がある場合は、従業者数
　によりあん分します。

　・事業年度が６月以下の法人及び、前事業年度の法人税額を基礎とした法人税割額の中間納
　　付額が10万円以下の法人については、中間申告をする必要はありません。
  　（上記の表の中間申告の納付税額は、事業年度を12月として計算しています）
　・均等割のみが課税される公共法人の一部及び公益法人の一部は、毎年４月30日までに均等
　　割額を申告納付します。

＝ ×法人税割額 法人税額（国税）
市内の従業者数

税率 税額控除
全従業者数

×

※2 ※3

－

資本金等の額 平成26年9月30日以前に
開始する事業年度の税率

平成26 年10 月１日以後に
開始する事業年度の税率

１億円未満の法人 13.7％ 11.1％

１億円以上の法人 14.7％ 12.1％

　※２　税率

　※３　税額控除

　法人税から控除しきれなかった外国税額などを差し引きます。

　◆申告と納付
　　法人市民税は、事業年度終了後一定期間内に、法人が自ら税額を計算して申告し、その税
　額を納付します。（申告納付）

申 告 区 分 納　　付　　税　　額 申 告 及 び 納 付 期 限

確定申告

中

　間

　申

　告

予
定
申
告

仮
決
算
に
よ
る

中
間
申
告

均等割額（年税）の２分の１と、前事業
年度の法人税割額の２分の１との合計
額

事業年度開始の日以後６か月を経過し
た日から２か月以内

原則として事業年度終了の日の翌日か
ら２か月以内

均等割額（年税）の２分の１と、その事
業年度開始の日以後６か月の期間を１
事業年度とみなし、仮決算により計算し
た法人税額を、課税標準額として計算し
た法人税割額との合計額

均等割額と法人税割額との合計額
ただし、中間申告により納付した税額が
ある場合は、その税額を差し引いた額

令和元年10 月１日以後に
開始する事業年度の税率

7.4％

8.4％



●  25  ●

固定資産税は、土地、家屋、償却資産（これらを総称して「固定資産」といいます）を所有
している人に、その固定資産の価格に応じて負担していただく市税です。

田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地

住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫、物置等

事業用として使用している構築物、機械、船舶、工具・器具・備品等

　◆固定資産税を納める人（納税義務者）
　　固定資産税を納める人は、毎年１月１日（賦課期日）現在、いわき市に固定資産を所有し
　ている人で、具体的には次のとおりです。

　　固定資産税額は、次のような手順で税額を決定します。

　固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価
格を決定し、この価格（評価額）をもとに課税標準額を算定します。
　このようにして決定された評価額や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

・土地登記簿に所有者として登記されている人
・土地補充課税台帳に所有者として登録されている人

・建物登記簿に所有者として登記されている人
・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人

・償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産を評価し、その価格（評価額）を決定します。

評価額をもとに課税標準額を算定します。

課税標準額×税率（1.4/100）＝税額となります。

⑴　固定資産の評価・課税標準額の決定
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